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営利事業者が国外投資損失を計上する場合、従来

の規定では当該国外被投資事業の損失発生を証

明する書類を取得し、台湾の在外大使館・領事館、

商務代表又は外国貿易機関の認証又は証明を受

けなければならないとされていました。当該認証は

文書の形式の確認のみであり、実質的な審査は行

われていませんでした。そのため、財政部は国外投

資損失の証明書類について、行政の簡便化と国民

の利便化を図るため、国外被投資事業所在地の(1)

主務機関発行書類、(2)税務機関発行書類、又は

(3)所在地又は台湾の会計士監査報告書の3つのう

ちいずれか1つを取得すれば、台湾の在外大使館

等の認証を受ける必要はないとの解釈通達を公布

しました。

但し、本解釈通達は中国への適用を除外している

ため、中国での投資損失を計上する場合は、関連

証明書類は引続き海峡交流基金会及び海峡両岸

関係協会の認証を受ける必要があります。

関連法令：

財政部2025年1月7日付台財税字第11304615290号

解釈通達：営利事業者の国外投資損失の計上に関

する証明書類の認証規定を次の通り緩和する。

一、営利事業者が投資した国外（中国を除く、以下

同じ）被投資事業の減資による欠損補填、合併、破

産又は清算が行われ、営利事業者が関連国外投

資損失を計上する場合、営利事業所得税監査準則

第99条第2項の規定に基づき、当該国外被投資事

業の減資による欠損補填、合併、破産又は清算が

完了したことの証明書類を提示しなければならな

い。また、台湾の在外大使館・領事館、商務代表又

は外国貿易機関の認証又は証明を受けなければ

ならない。但し、提示した上記の国外証明書類が下

記の書類のいずれか1つである場合は、認証又は

証明が免除される。

（一）国外被投資事業所在地の主務機関が審査・発

行した、その減資による欠損補填、合併、破産又は

清算の完了に関する書類。

（二）国外被投資事業所在地の税務機関が査定・発

行したその減資による欠損補填、合併、破産又は

清算の完了に関する所得税申告書類。

（三）国外被投資事業の財務諸表が所在地又は台

湾の会計士による監査を受けた。また、当該会計

士の監査を経た減資による欠損補填、合併、破産

又は清算完了の旨が記載されている監査報告書。

財政部解釈通達 - 国外投資損失の認定
台湾の在外大使館等の認証の免除
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二、営利事業者が投資した国外被投資事業に実

質的な経営活動がない場合、営利事業所得税監

査準則第99条第2項の但書規定に基づき、その投

資損失は再投資した実質的な経営を有する事業

の営業上の損失により当該国外被投資事業に損

失が発生した場合に限る。営利事業者は当該国外

被投資事業及び再投資事業の減資による欠損補

填、合併、破産又は清算完了に関する証明書類を

添付して、第一項の規定に基づき取扱わなければ

ならない。
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